
ゆとりの道路整備事業事務フロー 

 

後退用地面積等の検討（要綱第 12条） 

【適用条件】以下の２つの条件を満たすもの 

       ただし、建築主が測量・分筆を行う場合は除く 

① 後退面積 3㎡ (すみ切り面積は除く) 以上かつ後退幅 0.3m以上あるか 

② 国調完了地区であるか 

 

売渡等希望しない場合 

 

市街化区域・法 42条 2項道路該当（要綱第 2条） 

 

適用条件満たさない場合 

ゆとりの道路適用除外 

（要綱第 12条） 
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Yes 

No 
 

Yes 

適用条件を満たす場合 

売渡等希望する場合 

法務局事前協議(適用除外検討) 

（要綱第 12条） 

分筆部分の測量で登記可能か  

市で分筆測量 

（要綱第 8条） 

後退用地事前協議結果通知書送付 

市で分筆測量実施 

 

後退用地売渡等申請書受付（売渡等承諾書） 

(要綱第 6条) 

みなし後退のみ 

建築主が測量・分筆 

（要綱第 12条） 

市で登記・用地買収及び整備 

申請者が全地測量・分筆実施 

事前協議書受付（案内・配置図等） 

（要綱第 4条） 

事前協議書訂正（確約書添付） 

（要綱第 6条） 

事前協議書受付（確約書） 

（要綱第 4条・6条） 

※代理者宛に郵送します。 

（道路管理課作成し建築指導課が送付） 

※ 建築指導課受付 

確認申請受付 

ゆとりの道路適用 

（要綱第 3条） 

 

 




